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第１ 監査の概要 

県立学校における私費会計については、平成 2 5 年度に行政監査を実施し、平成 2 6 年

6 月 5 日、県教育委員会に対して必要な改善措置を講じるに当たって留意すべき事項を意

見として述べてきたところである。また、令和元年度に実施された包括外部監査においても、

私費会計について様々な意見が述べられている。 

こう したことを踏まえ、今回、「県立学校の私費会計について」をテーマとして、県立学校

における令和 6 年度の私費会計に係る事務処理の執行状況について、地方自治法第 19 9

条第 2 項の規定により、佐賀県監査基準（令和 2 年 3 月 3 1 日 佐賀県監査委員告示第 4

号）に準拠して、行政監査を行った。その状況は次のとおりである。 

 
１ 監査テーマ 

県立学校の私費会計について 

 

２ 監査の目的 

県立学校においては、佐賀県立学校の管理に関する規則（以下「管理規則」という 。）第

8 2 条の規定に基づき、公費とは別に、教育活動上必要な経費として、保護者及び生徒（以

下「保護者等」という 。）から徴収される教材費、修学旅行費等の徴収金や PTA 、同窓会等

の学校関係団体から委任を受けた徴収金である私費を取り 扱っている。 

これらの私費については保護者等の負担によるものであることから、負担軽減を図るとと

も に、事務処理の適正化の確保及び透明化を推進し、公費に準じた適正な取扱いに資する

ことを目的とする。 

 

３ 監査実施期間 

  令和 7 年 5 月～令和 7 年 12 月 

 

４ 監査の実施内容 

“事務処理が最小の経費で最大の効果を挙げているか”、“組織及び運営の合理化に努

めるとともに、規模の適正化を図っているか”、“事務の執行が法令の定めるところに従って

適正に行われているか”に配慮し、以下のとおり 実施した。 

 

  （１）事前調査 

     保護者納付金の状況を把握するため、すべての県立学校（高等学校 3 2 校、特別支援

学校 8 校、中学校 5 校）に対して、令和 6 年度の保護者納付金について事前調査を行っ

た。 

 

（２）事務監査 

     すべての県立学校の中から、事前調査結果、学校及び学科の種別、定時制課程・通信

制課程の併設状況等を考慮し、高等学校 13 校（全日制 8 校、全日制・定時制 4 校、全

日制・通信制 1 校）、特別支援学校 2 校を選定し、事務監査を実施した。 
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（３）委員監査 

事務監査を行った 15 校のう ち、学校及び学科の種別、事務監査の結果等を踏まえ、5

校に対して実地による委員監査を実施した。 

 

５ 監査の着眼点 

     県立学校が取り 扱う 保護者納付金等については、公費に準じた適正な取扱いが求め

られるところであり 、今回の監査においては佐賀県教育委員会（以下「県教委」という 。）

が定めた「保護者納付金等取扱マニュアル（令和 3 年 3 月改訂版）」（以下「マニュアル」

という 。）に準拠した適正な運用が行われているかどう かを監査の基本とし、主に次の着

眼点を中心に監査を実施した。 

○保護者等からの徴収金の徴収根拠は明確であるか。 

○徴収・管理・決算・報告は、規程等に沿って適切に行われているか。 

○公費負担と私費負担の区分を明確にし、適正に取り 扱っているか。 

 

６ 監査の対象機関 

 

 監査対象学校一覧 

学校区分 課 程 事前調査 事務監査 委員監査( 実地)  

高等学校 全日制 

 

 

 

 

 

すべての県立学校 

（高等学校 3 2 校、 

特別支援学校 8 校、

中学校 5 校） 

・鳥栖高等学校 

・伊万里高等学校 

・武雄高等学校 

・鹿島高等学校 

・神埼高等学校 

・小城高等学校 

・唐津南高等学校 

・神埼清明高等学校 

 

 

 

・鹿島高等学校 

全日制・定時制 ・伊万里実業高等学校 

・佐賀工業高等学校 

・鳥栖工業高等学校 

・佐賀商業高等学校 

・伊万里実業高等学校 

 

・鳥栖工業高等学校 

全日制・通信制 ・佐賀北高等学校 ・佐賀北高等学校 

特別支援学校 ・金立特別支援学校 

・唐津特別支援学校 

 

・唐津特別支援学校 

中学校 - - 
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第２ 保護者納付金の状況 

 

１ 概要 

 

県立学校で取り扱う 保護者納付金は、教育活動等に必要な経費として保護者等が学校に対して

納付する私費会計であるが、校長への委任に基づいて、学校職員がその会計事務を行っており、

公費と同様に厳正な取扱いが求められている。 

そのため、県教委では、保護者納付金等の取扱いの適正化を図る観点から、県立学校向けのマ

ニュアルを作成し、保護者納付金等にかかる経費の内容と費目の例を以下のよう に整理している。 

  

区 分 経費の内容 費目の例 

保  

護

者

納

付

金

等 

保
護
者
納
付
金 

校
納
金 

 

学校が教育活動に要する経費

として、校長名で徴収する経費 

 

（１）児童生徒個人の所有に係る 

経費 

（２）教育活動の結果として、その 

教材等やそこ から 生じ る 直 

接的利益が、児童生徒個人に 

還元さ れる も のに係る 経費 

（３）生徒会活動に係る経費 

 

 

【教材費】副教材、生徒手帳、写真 等 

【校外研修費】宿泊研修費、芸術鑑賞費 等 

【実習費】美術、家庭科実習材料費 等 

【負担金】高体連負担金、高校保健会費 等 

【給食費】給食材料費 

【修学旅行費】 

【その他】生徒会費（生徒会主催の諸行事の経 

費、文化祭・体育祭に係る経費）、農業・ 

家庭クラブ会費、クラス費 等 

 

団
体
徴
収
金 

 
各団体が当該団体の運営や教

育活動の支援等に要する経費と

して、各団体名で徴収する経費 

 

（１）各団体自身を運営するための 

経費 

（２）学校教育活動を推進するた 

めの支援的な経費 

（３）その他の経費（受益者負担的 

経費など） 

【PTA 会費関係】PTA （後援会）会費、空調維

持管理費（電気料金及び日常点

検費用）、課外補習費、進路指導

費、寄宿舎費、模試受験料、資格

検定料、卒業アルバム制作費 等 

【同窓会費関係】同窓会( 入) 会費、同窓会館

維持費 等 

【部活動振興会費関係】文化部・体育部生徒

活動経費 

【その他の団体関係】その他学校関係団体が

徴収するもの 

 

学校指定

物品 

 

学校が購入価格や販売業者を

決定し、保護者等が直接販売業

者から購入するもの 

 

【指定物品】制服、体操服、シューズ、カバン、

計算機 等 

【教科書、辞書 等】教科書、辞書、副教材 等   

 

「保護者納付金等取扱マニュアル（令和 3 年 3 月改訂版） - 佐賀県教育委員会」 より  
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２ 事前調査の結果 

 

今回の行政監査では、マニュアルで定める保護者納付金等のう ち、学校指定物品を除いた保護

者納付金（校納金、団体徴収金）を監査の対象とし、令和 6 年度の保護者納付金の状況について、 

全県立学校 4 5 校に対して事前調査を実施した。 

事前調査の結果、以下のよう な状況が確認された。 

※表中では、高等学校については、令和 6 年度に普通科が設置されている学校を普通科高校とし、その 

他の学校を実業科高校とした。 

また、中学校の費目数については、中高一貫校では、中学校単独で費目の設定のあるものを記載した。 

 

 

（１）費目数について 

   高等学校・特別支援学校・中学校ともに、1 校あたりの平均費目数は 15 件前後で、学校の区

分ごとの費目数に大きな差はなかったが、高等学校においては、実業科高校のほう が、普通科

高校よりも費目数が多い傾向が見られた。 

また、特別支援学校、中学校においては、生徒数が 2 0 人以下の一部の学校は費目数が少な

い傾向にあったが、その他の学校においては生徒数による費目数の差は特に見られなかった。 

 

表１ 学校区分ごとの費目数、平均費目数など   

学校区分 学校数 費目数 

1 校あたり 

平均 

費目数 

最多 

費目数 

左記該当 

学校の 

生徒数 

最少 

費目数 

左記該当 

学校の 

生徒数 

高等学校 32 558 17 37 529 7 555 

 普通科高校 16 226 14 26 821 7 555 

 実業科高校 16 332 21 37 529 9 342 

特別支援学校 8 145 18 29 120 4 19 

中学校 5 47 9 17 355 1 18 

 

＜校納金と団体徴収金の費目数＞ 

高等学校においては、校納金と団体徴収金それぞれの費目数は同程度となっていた。普通科高

校と実業科高校を比較した場合、特に校納金については、実業科高校のほう の費目数が多い傾向

にあった。実業科高校は学科数が多く、学科ごとに教材や実習の内容などが違ってくるため、教材

費・実習費などの費目を学科ごとに分けて管理しており、校納金の費目数が多くなっていた。 

特別支援学校においては、団体徴収金より 校納金の費目数が多くなっていた。これは、教材費・

実習費などの校納金を小学部・中学部・高等部ごとに分けて管理することが多いため、費目数が多

くなっているものと思われる。また、中学校においては、中高一貫校において、PTA 会計などの団

体徴収金を高等学校と一括して管理していることがあるため、校納金の費目数と比べて、団体徴

収金の費目数は少なくなっていた。 
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 表２ 学校区分ごとの校納金・団体徴収金の費目数、平均費目数など 

学校区分 学校数 
生徒数 

（平均） 

校納金の 

費目数 

1 校あたり 

平均費目数 

団体徴収金 

の費目数 

1 校あたり 

平均費目数 

高等学校 32 522 280 9 278 9 

 普通科高校 16 597 99 6 127 8 

 実業科高校 16 447 181 11 151 9 

特別支援学校 8 160 123 15 22 3 

中学校 5 291 42 8 5 -※ 

※中学校単独で団体徴収金の費目を設定しているのは 1 校のみ 

 

 

（２）費目の内容について 

費目の内容については、校納金・団体徴収金ともに、どの学校区分においても共通した費目

が多く、大きな違いは見られなかった。 

  校納金では、定時制高校や特別支援学校、中学校においては給食費の費目があり、特別支援

学校においては、寄宿舎に関する費目も設定されていた。 

   

表３ 学校区分ごとの校納金・団体徴収金の内容 

学校区分 校納金 団体徴収金 

高

等

学

校 

普通科 

（全日制） 

教材費、実習費、各種負担金、修学旅

行費、生徒会活動費など 

P TA 活動費、学校行事経費、学校負担

金、部活動振興費、進路指導費、模試

代、同窓会館維持管理費、空調費など 

普通科 

（定時制・通信制） 

教材費、実習費、各種負担金、修学旅

行費、生徒会活動費、給食費など 

P TA 活動費、学校負担金、部活動振興

会費、空調費など 

実業科 

（全日制） 

教材費、実習費、各種負担金、修学旅

行費、生徒会活動費、農業クラブ活動

費など 

P TA 活動費、学校行事経費、学校負担

金、部活動振興費、進路指導費、資格検

定料、同窓会館維持管理費、空調費など 

実業科 

（定時制） 

教材費、実習費、各種負担金、修学旅

行費、生徒会活動費、給食費など 

P TA 活動費、学校負担金、部活動振興

費、各種検定料など 

特別支援学校 

教材費、実習費、修学旅行費、生徒会

活動費、給食費、舎食費、寄宿舎活動

費など 

P TA 活動費、学校行事経費、進路指導

費、同窓会費など 

中学校 

教材費、実習費、各種負担金、修学旅

行費、牛乳給食費など 

P TA 活動費、部活動振興費、模試・補習

経費、空調費など 
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（３）内部監査等の実施状況について 

校納金、団体徴収金ともに、ほとんどの費目で内部監査等が実施されていたものの、下記の

中には一部、内部監査等が実施されていないものがあった。 

○校納金 

・最終学年以外における修学旅行積立金や教材費・実習費等 

・余剰金が発生していないもの 

・余剰金を全額返還しているもの（端数がある場合、端数分は生徒会費へ振替） 

・生徒会費 

○団体徴収金 

・余剰金を返還し、返還できない端数は生徒会費へ振替しているもの 

・余剰金が発生していないもの 

 

表４ 学校区分ごとの内部監査等の実施状況 

学校区分 
校納金・団体 

徴収金の別 

内部監査等実施の有無 
内部監査等実施者 ＜割合＞ 

あり なし 

件数 割合 件数 割合 
団体 

監事等 
校長 事務長 

その他 

※    

高等学校 
校納金 245 88 % 35 12 % 11 % 71 % 3 % 15 % 

団体徴収金 269 97 % 9 3 % 70 % 23 % 0 % 7 % 

特別支援

学校 

校納金 116 94 % 7 6 % 12 % 51 % 20 % 17 % 

団体徴収金 22 100 % 0 0 % 73 % 18 % 0 % 9 % 

中学校 
校納金 42 100 % 0 0 % 0 % 69 % 31 % 0 % 

団体徴収金 5 100 % 0 0 % 60 % 40 % 0 % 0 % 

※その他…複数の役職などで内部監査等を行ったもの等  

 

 

（４）決算書等の作成及び保護者への決算報告について 

  校納金、団体徴収金ともに、ほとんどの費目で決算書の作成、保護者への決算報告が行われ 

ていたものの、下記の中には、一部、決算書作成や決算報告が行われていないものがあった。 

   ○校納金 

・最終学年以外における修学旅行積立金や教材費・実習費等 

・余剰金を全額返還しているもの（端数がある場合、端数分は生徒会費へ振替） 

・余剰金が発生していないもの 

・生徒会費や農業クラブ費 

   ○団体徴収金 

・余剰金が発生していないもの 

・余剰金を全額返還しているもの（端数がある場合、端数分は生徒会費へ振替） 
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表５ 学校区分ごとの決算書作成、保護者への決算報告の状況 

学校区分 
校納金・団体 

徴収金の別 

決算書作成の有無 保護者への決算報告の有無 

あり なし あり  なし 

件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 

高等学校 
校納金 256 91 % 24 9 % 226 81 % 54 19 % 

団体徴収金 276 99 % 2 1 % 256 92 % 22 8 % 

特別支援 

学校 

校納金 118 96 % 5 4 % 112 91 % 11 9 % 

団体徴収金 22 100 % 0 0 % 21 95 % 1 5 % 

中学校 
校納金 41 98 % 1 2 % 37 88 % 5 12 % 

団体徴収金 5 100 % 0 0 % 5 100 % 0 0 % 

 
 
 

（５）校納金、団体徴収金の収入状況について 

  高等学校における 1 校あたりの平均収入額は、校納金が約 4 4 ,3 0 8 千円、団体徴収金が約 

2 7 ,2 3 9 千円であった。また、特別支援学校における 1 校あたりの平均収入額は、校納金が約

2 2 ,6 14 千円、団体徴収金が約 1,6 4 5 千円となっており、中学校における 1 校あたりの校納

金平均収入額は、約 2 9 ,9 7 1 千円であった。 

 

表６ 学校区分ごとの保護者納付金の収入状況                                   （単位：千円、人） 

学校区分 

校納金収入額 1 校あたり
の平均 
収入額 

団体徴収金収入額 1 校あたり
の平均 
収入額 

生徒数 

( R 6 .5 .1)  
保護者から
の徴収額 

その他※ 
保護者から
の徴収額 

その他※ 

高等学校 1,397,865 20,000 44,308 762,476 109,193 27,239 16,697 

特別支援 
学校 

63,901 117,010 22,614 7,855 5,310 1,645 1,279 

中学校 146,197 3,662 29,971 6,084 196 - 1,453 

合計 1,607,964 140,672 38,858 776,415 114,700 19,802 19,429 

※その他…「職員負担金、補助金、寄附金、預金利息」等 
※中学校単独で団体徴収金の収入があるのは 1 校のみ 
 
 

-7-



 

第３ 監査結果及び意見 

 

１ 保護者納付金の事務処理（個別事項） 

 

主な監査の結果  

 

◇預金通帳と 金銭出納簿等の照合確認をマニュアルに定めた期間内に実施できて 

いないも のがあった。 

◇立替払の精算処理や校納金の返金処理に遅れが生じているも のがあった。 

◇公費で負担すること が適当と さ れている 費用を私費会計から 支出しているも のが

あった。 

◇決算書の作成や保護者への決算報告が行われていないも のがあった。 

◇団体徴収金の事務処理について、団体の長から 校長への事務委任がさ れていな

いも のがあった。 

◇保護者納付金を一括して徴収する 際、それぞれの項目の徴収元が明示さ れてい

ないも のがあった。 

 

 

 

（１）預金通帳と出納簿等の照合確認について  

 

＜監査結果①＞ 

次のよう な、預金通帳と出納簿等の照合確認ができていないも のがあった。 

・学期に 1 回以上は預金通帳原本と出納簿等の照合確認を行う こととなっているが、

一部の費目について、半年に 1 度のみ照合確認が行われていた。 

・一部の費目について、誰が、いつ確認を行ったのか記録が残されていなかった。 

 

＜意見①＞ 

保護者納付金は、保護者の信託に基づき学校が事務処理を行っているも のである。 

各学校におかれては、相互チェック 機能を働かせ、日頃から 適正な会計処理に努め 

る 必要があ り 、マニュアルどおり 、定期的な預金通帳原本と 出納簿等の照合確認を確

実に実施されたい。 

また、担当者及び統括事務長又は事務長は責任を持って確認を行い、確認者及び

確認日についても 記録を残されたい。 
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（２）予算の管理について  

 

＜監査結果①＞ 

校納金の予算が不足したため、団体の長の了承を得たう えで、団体徴収金の費目

から校納金の費目へ予算を融通しているも のがあった。 

また、年度末までに元に戻すこ と を 前提に、別の費 目に対し、一 時融通さ れた予算 

が年度末までに戻されず、決算書に融通先の費目として計上されているも のがあった。 

 

＜意見①＞ 

校納金は、教材費など教育活動に要する経費として校長名で徴収する経費であり 、

団体徴収金は、P TA 会費など学校関係団体が団体の運営や教育活動の支援等に要 

する経費として各団体名で徴収する経費である。 

それぞれの目的、経費の内容が違う ことから 、各学校におかれては、各費目について

例年と 異なる 支出がないか等をよ く 確認したう えで支出見込みを立て、経費の区分を

超えて予算を融通することがないよう に努められたい。 

団体の長の了承を得て、団体徴収金の費目から 校納金の費目へ予算を融通した場

合においては、そのことについて記録を残すよう にされたい。 

また、別の費目に対し予算を一時融通した場合は、予算の執行状況をよ く 確認し、

年度末までに融通した予算を本来の費目に戻したう えで、決算書の作成を行う よう 徹

底されたい。 

県教委におかれては、費目間の予算の融通を行う 場合の取扱いについて、マニュア

ルに定められたい。 

 

 

 

 

 

 

 

【マニュアル】 P １１ 

Ⅱ運用編 

○保護者納付金等の取扱い 

１ 保護者納付金等処理のあり 方 

（７ ）学校の体制づくり  

 ④統括事務長又は事務長等が、学期に 1 回以上は預金通帳と金銭出納簿等の照合確認 

を行い、日頃から適正な会計処理の確保に向けた体制づくり を行う 。 
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（３）校納金の精算について  

 

＜監査結果①＞  

転校した生徒に対する精算金について 1 年 5 か月、退学した生徒に対する修学旅 

行積立金について 7 か月から 3 年の返金処理の遅れが生じているも のがあった。 

 

＜意見①＞ 

校納金に返還事由が発生した場合は、公費と同様速やかに返金処理を行う べきも  

のであり 、転退学者（転籍者を含む。）への返還金については、生徒ごと に速やかに精

算し、返還すべきも のである。 

返金処理の遅れの原因は、紙決裁ととも にシス テムへの入力が必要であったにも か

かわら ず、紙決裁によ り すべて手続きが完了したと 思い込んでいたも のや、修学旅行

積立金会計について決算書が作成されていなかったことも 一因と考えられる。 

各学校におかれては、マニュアルに基づき、確実に事務処理をし、返還事由が発生

した場合は、速やかに返金処理を行われたい。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マニュアル】P 12   

Ⅱ運用編 

〇保護者納付金等の取扱い 

２  会計処理のあり 方 

（１）会計年度の独立・決算報告 

校納金は、会計年度ごと に決算を行い、速やかに保護者に対して会計報告及び精算

を行う こと 。 

ただし、卒業時まで繰越すること が、保護者等の事務負担の軽減などにより 効率的な

場合は繰越して使用すること ができる。この場合においても 年度毎に会計報告を行わな

ければならない。 
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＜監査結果②＞  

立替払の精算処理に 1 か月を超えて遅れが生じているも のがあった。 

 

＜意見②＞ 

職員によ る 立替払は、公金では原則と して認めら れない支払方法である が、学校で 

は現場での対応を求められることも あるため、ある程度やむを得ないと思われる。 

しかし、会計処理は、事前に支出伺を起案し、決裁によ り 支払いをし、それを通帳に

よ り 管理をする のが原則であり 、担当職員が購入・立替払し、事後に支出伺を起案す

る と いう 手続きは、あ くまで例外的取扱いである こと を念頭に置き、各学校におかれて

は、マニュアルどおり 、立替払い後、原則 1 か月以内に精算を行う よう 事務処理を徹底

されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

【マニュアル】P 12  

Ⅱ運用編 

〇保護者納付金等の取扱い 

２  会計処理のあり 方 

（３ ）通帳による管理 

保護者納付金は、原則として、金融機関に口座を設けて通帳により 現金の出納を行い、

収入と 支出が確認できるよう にすること。 

   この場合において、収入金や( 前渡) 支出金を長期( 原則と して 1 カ月を限度) にわたって

現金管理してはならない。 

また、やむを得ず職員による立替払を行った場合は、原則として立替払い後 1 カ月以内

に精算しなければならない。 

 

【マニュアル】P 2 2   

Ⅲ質疑応答編 

１ 保護者納付金等事務処理の質疑応答 

( 通帳管理の例外)  

問３  保護者納付金は原則と して通帳によ り 管理する 必要があ り ますが、随時の通帳管理

のみでは事務に支障をきたす場合があり ます。どの程度の期間であれば現金管理しても

よ いのでしょう か。 

また、事務 の都 合上、立替 払を 行った場 合の精算はいつまでに済ませたら いいです

か。 

  

（答）現金管理は原則 1 カ月を限度、立替払い後原則 1 カ月以内に精算 
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＜監査結果③＞  

給食費の余剰金について、年度末に精算せず、そのまま翌年度に繰り 越している も

のがあ った。（翌年度への繰越しについては、文書にて保護者へ会計報告を 行ってい

た。） 

 

＜意見③＞  

マニュアルでは、「校納金は会計年度ごと に精算を行う こ と 」と さ れており 、平 成 2 6

年度に県 教委から 発 出さ れた学 校給 食 費 の適正な取扱いに関 する 通知においても

「学校給食費は年度末に必ず精算すること」とされている。 

  各学校におかれては、マニュアル及び県教委から の通知を改めて確認し、会計年度

終了後、速やかに精算を行われたい。   

なお、学校給食費の適正な取扱いに関する通知では、「学校給食費は年度末に必ず

精算する こと 」と さ れている が、精算額に端数が出る 場合や年度ごと に精算する こと で

返金時の振込手数料の負担が大きくなってしまう ことも 考えら れる。県教委におかれて

は、年度末の給食費の精算方法について改めて整理し、各学校に周知されたい。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪学校給食費の適正な取扱いについて≫ 

 ( 平成 2 6 年 5 月 2 9 日 付教委保 第 2 7 0 号 学校教育課保 健体育室長 通知)  

学校給食は教育の一環と して行われており 、学校給食費については保護者から 徴収し

ている こと から も 、その収納、保管及び支出の手続き等運営管理の適正化や事務処理上

における責任関係の明確化等が求められる。 

特に下記の事項に留意のう え、所属において指導の徹底を図ること。 

記 

１ 学校給食費は、年度末に必ず精算すること  

           

【マニュアル】P 1２  

Ⅱ運用編 

〇保護者納付金等の取扱い 

２  会計処理のあり 方 

( １) 会計年度の独立・決算報告 

   校納金は、会計年度ごと に決算を行い、速やかに保護者に対して会計報告及び精算

を行う こと。 

 ただし、卒業時まで繰越する こと が、保護者等の事務負担の軽減などによ り 効率的な

場合は繰越して使用することができる。この場合においても 年度毎に会計報告を行わな

ければならない。 
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（４）公費と私費の負担区分について  

 

＜監査結果①＞  

マニュアルにおいて、公費で負担する こ と と さ れている 進路担当教員の名刺代を 私

費会計（進路指導費）から支出しているも のがあった。 

 

＜意見①＞ 

各学校におかれては、マニュアルどおり 適切に事務処理を行い、公費により 名刺を作

成することとされたい。 

また、保護者負担軽減の観点から 、県教委におかれては、公費で負担する経費の範

囲をできるだけ多く例示すると とも に、必要な費用について適切な予算措置に努めら れ

たい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マニュアル】P 2 5   

Ⅲ質疑応答編 

２  教育活動費の負担区分の質疑応答 

( 進路指導担当職員の名刺代)  

問５  進路指導のために限定的に使用する 名刺制作費について、生徒の進路開拓に有益で

あり 、保護者会の承認があれば、団体徴収金( 進路指導費) から 支出すること は可能です

か。 

 

（答）佐賀県の P R 台紙( 裏面) 等を活用するなどして、公費で印刷し、県 P R を併せて行う 。 

生徒の進路開拓への有益性は認めら れますが、一般的には、名刺作成が学校の標準的

な教育活動を超える経費と いう 説明は難しいと思われますので、佐賀県の P R 台紙（裏面）

等を 活用 する などして、公費で印 刷し、県のＰ Ｒ を 併せて行う などの工 夫が必要と 考えま

す。 

なお、公費で印刷する場合には、次の作成要件を満たす必要があり ます。 

（１） 名刺には、県のシンボルマーク及び「県政 P R のためのフレーズ」や「施策や観光、 

イベント 情報などの広報情報」を必ず記載すること。 

（２ ） 名刺の掲載内容（職員の氏名、メ ールアドレス 等、職員個人に係るも のを除く。） 

については、所属単位で統一したも のを掲載すること。 

なお、公費負担により 名刺を作成するも のであり 、華美にならないよう 留意すること。 
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（５）会計費目の統廃合について 

 

＜監査結果①＞ 

次のよう な、事務効率化の観点から 他会計との統合を検討するべきも のがあった。 

・マイクロ バス の維持管理費を以下の 3 つの会計 ( ＊ ) に分けて管理しているも の 

        「体育後援会（一般会計）」 

   ( ＊ )   バス の更新のための積立てを行う 「体育後援会費（バス 維持費会計）」 

        バス の維持管理を主な使途と する 「後援会バス 会計」 

 

   ・「進路指導会計」と「PTA 会計」からの振替金を財源として補習授業等に係る 

教員への謝金の管理のため「学力向上・進路指導対策費会計」を設置してい 

るも の 

 

＜意見①＞ 

一般的に 会計数が多いほど口座管理が煩雑となり 、事務職員の負担は大きいも の 

と考えられる。 

各学校におかれては、事務職員の事務の効率化、事務処理ミ ス などのリ ス ク 軽減、

そして保護者負担の軽減などの観点から 、会計を整理する こ と と し、必要最小限の会

計数となるよう 、マニュアルどおり 会計の整理・統合を図ることを検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マニュアル】P 11  

Ⅱ運用編 

〇保護者納付金等の取扱い 

１ 保護者納付金等処理のあり 方 

（７ ）学校の体制づくり  

② 保護者納付金の納入を求めるに当たっては、年間の教育計画に基づいて計画的

に行う と と も に収支回数の少ない会計やク ラス 費等細分化された会計等について

整理・統合を図る観点から検討を行い、一括管理する。 
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（6）PTA が設置する自動販売機等に係る予算及び決算について   

 

＜監査結果①＞ 

P T A が設置・運営 する 購買部及び自動販売機に係る 電気料 及び購買部に係る 

学校 敷 地 等の使 用 料の収 支 ( ＊ )  が、P T A 会計の予算 及び決算に計 上さ れていな 

いも のがあった。なお、未計上分について、他目的の使用は認めら れなかった。 

( ＊)  業者から 支払われた使用料相当分の収入及び学校側へ同額支払われた支出 

 

＜意見①＞ 

各学校におかれては、P TA 会計の決算に当たり 、P TA の活動に関する経費につ

いては、一団体の組織としてすべての収支に予算を計上したう えで、決算を行う よう

にされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（７）保護者への決算報告について  

 

＜監査結果①＞ 

次のよう な、学校がマニュアルや団体から の委任に基づき保護者に決算報告すべき

も ののう ち、なされていないも のがあった。 

・「修学旅行積立金会計」で、当該年度収入のみで支出がないも の 

・「学力向上・進路指導対策費会計」で、収入が「進路指導会計」及び「P TA 会計」 

から繰り 出された資金のみで構成するも の 

 

 

【マニュアル】P 8   

保護者納付金等処理方針 

７  会計報告の義務 

（１）校長は、保護者納付金について、会計年度終了後、速やかに会計事務担当者等に 

決算書を作成させなければならない。 

 

【マニュアル】P 16   

Ⅱ運用編 

〇団体徴収金の取扱い 

２  学校関係団体の事務処理のあり 方 

（５ ）決算と会計報告 

    会計年度終了後すみやかに決算書を作成し、当該団体の規定に基づいた監査を

受けなければならない。また、当該団体の会員への会計の報告を委任された場合は

報告しなければならない。 
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＜意見①＞ 

決算報告は、保護者にと っては、自ら が負担した保護者納付金の使途等を知る こと

ができるほとんど唯一の機会であ ること から 、保護者納付金について必要な情報提供

がなされる必要がある。 

各学校におかれては、マニュアルや団体から の委任に基づき適正に決算書を作成し、

保護者に報告を行われたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マニュアル】P 7   

保護者納付金等処理方針 

３  基本原則 

（２ ）事務処理の適正化・透明化 

校長は、保護者の信託に基づき学校が保護者納付金等の事務処理を行っている

こと を常に意識し、事務処理を適正に行う と と も に説明責任・情報の提供を積極的

に果たすよう 努めなければならない。 

 

【マニュアル】P 8   

保護者納付金等処理方針 

７  会計報告の義務 

（１）校長は、保護者納付金について、会計年度終了後、速やかに会計事務担当者等に 

決算書を作成させなければならない。 

（２ ）校納金については、決算書作成後速やかに保護者に対し会計の報告をしなければ 

なら ない。 
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（８）学校関係団体からの事務委任について  

 

＜監査結果①＞ 

同窓会等の学校関係団体の事務処理について、各団体から 校長に対する委任状が

提出されていないも のや委任状は提出されているも のの、委任項目が一部漏れている

も のがあった。 

 

＜意見①＞ 

P TA や同窓会等の学校関係団体は、学校と 連携して様々な活動を行っているが、

学校とは独立した任意の団体である。団体の会計事務は本来の学校事務ではないこ

とから、各学校におかれては、団体から 事務を委任された場合は、当該団体から 事務

の委任の範囲等必要な事項を記載した委任状の提出を受け、委任内容をよく確認し 

たう えで事務を行われたい。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）団体徴収金の徴収について  

 

＜監査結果①＞ 

保護者納付金の内容や納付額などについて保護者へ通知をする 際に、校納金・団

体徴収金それぞれの徴収元が記載されておら ず、団体徴収金については、団体からの

徴収であることが明示されていないも のがあった。 

 

＜意見①＞ 

教材費等の校納金と P TA 会費等の団体徴収金をあわせて徴収する場合、保護者 

には各項目がどのよう な目的の費用であるか分かり にくくなることも 考えられる。 

 

 

【マニュアル】P 15  

Ⅱ運用編 

〇団体徴収金の取扱い 

２  学校関係団体の事務処理のあり 方 

  学校関係団体の事務は、それぞれの団体の長から委任を受けて執行しているので、 

委任を受けた範囲内において、適正な事務処理に努めなければならない。 

（１）事務の受任 

校長は、団体から事務を受任するときは、事務を行う 根拠を明確にするために、毎年度、

事務の委任の範囲等必要な事項を記載した委任状により 受任しなければならない。 
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各学校におかれては、校納金と 団体徴収金を一括して徴収する 場合には、それぞれ

が「児童生徒個人に係る 経費」であ るのか、「団体運営や教育活動の支援に係る 経費」

であ る のかを 保護者が確認でき る よ う 、保護者納付金の通知に校納金と 団体徴収金 

の別を記載し、各項目に徴収元を明記するなどして、わかり やすい内容となるよう 努めら

れたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）契約事務処理について  

 

＜監査結果①＞ 

次のよう な、契約書と 実態が合っていないも のがあった。 

・卒業アルバム単価改定について、契約書の変更が行われていなかった。 

・P TA で設置している自動販売機の販売手数料について、P TA 会計に収入 

さ れずに、購買事業運営の経費に充てる ため、委任状処理によ り 、購買部の 

委託業者に収入されていた。 

 

＜意見①＞ 

公費とと も に保護者等が負担する 保護者納付金等は、保護者による 学校に対する  

信頼を基礎とするも のである。 

各学校におかれては、卒業アルバム単価変更に伴う 変更契約書の作成や自動販

売機販売手数料収入及びその支出の流れについて、実態に合わせた契約書の作成

など保護者の理解が得られるよう 適正な事務処理を行う よう 徹底されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マニュアル】P 2 0  

Ⅱ運用編 

〇保護者納付金等にかかる経費の内容と費目の例 

団体から 徴収の委任を受けた団体徴収金の費目を校納金等の名目で一括徴収し、事

務処理方法と して校納金と 同等の取り 扱いをすること はあると しても 、保護者から の徴収に

あたっても 団体から 委任を受けて徴収している旨を明示する必要があること 。 

  

【マニュアル】P 7   

保護者納付金等処理方針 

３  基本原則 

（２ ）事務処理の適正化・透明化 

校長は、保護者の信託 に基づき 学校が保護者納付金 等の事務 処理 を行っている  

こ と を 常に意 識し、事 務 処 理を 適 正に行う と と も に説 明 責 任 ・ 情 報 の提 供を 積 極 的 

に果たすよう 努めなければならない。 
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２ 保護者納付金処理に係る事務の改善に向けた取組（共通事項） 

 

(１)マニュアルの周知及び事務指導について 

各学校において、保護者納付金の取扱いに当たっては、基本的な事務については

マニュアルを確認したう えで事務を執り 行われていたが、一部、マニュアルに沿った対

応ができていない学校も 見受けられた。 

また、学校現場において、マニュアルには記載されていないよう な事例が発生した際

には、県教委に確認・相談するのではなく、他校の事務取扱い状況を参考にして判断

されている実態があった。 

こう したことにより 、保護者納付金等の取扱い方法や運営手法が学校によって異な

ってくることも 考えら れる。 

県教委におかれては、私費会計事務に関する 相談窓口を設置する など、相談しや

すい体制を確保し、相談が寄せられた疑問に対する回答を質疑応答編に適宜追加す

ること などによ り 、マニュアルがより 充実した内容となるよう 努め、マニュアルの確認及

び活用について、各学校へ改めて周知されたい。 

あ わせて、定期的に学校現場における 私費会計事務の実状を把握する など、適正

かつ効率的な事務が行われるよう 指導を徹底されたい。 

 

 

(２)効率的な取組の事例について 

監査等を行った結果、一部の学校においては、以下のよ う な取組を実施し、事務

の正確性及び効率性の向上を図っている事例が認められたので、参考とされたい。 

 

①インターネットバンキングの活用 

 操作者と承認者の ID を区別した上でインターネット バンキングを利用して事務処

理を行う ことにより 、入出金処理や通帳記帳のために銀行へ行く時間の節約及び事

務手数料の低減を図っている。 

 

②団体監査業務の平準化 

従来は決算期のみ行っていた関係団体の監査について、年 2 回( 中間、決算) に

分けて実施し、不適正経理の早期発見及び年度末に偏る 会計監事等の監査負担

の平準化( 軽減) を図っている。 

 

 

(３)事務改善に向けての提言 

監査等を行った結果、気づきと して次のよう なも のがあったので、今後の事務改善

に向けて参考とされたい。 
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①引継書の作成をマニュアルに明文化 

現在のマニュ アルには、「会計処理に関する 文書等を 後任者に確実に引き 継ぐ」と  

あるだけで、どのよう に引き継ぐのか具体的な記載がない。 

県教委におかれては、責任の所在の明確化を図る と と も に、校長、事務長等を含め

た引継ぎに係る情報について共有するため、例えば、異動日までに引継書を作成し、保

管するすべての会計帳簿や関係文書について照合、確認を行い、後任者に引き継ぐと

と も に、校長、事務長に報告し、引継書を備え付けるなどマニュアルに具体的に記載す

るよう 改めら れたい。 

 

②私費会計の決算書の様式統一[平成２４年度包括外部監査で同様の監査意見あり] 

現在、各学校の私費会計の決算書の様式は統一されていない。各会計の様式が統

一さ れていれば、職員の異動によ り 勤務先の学校が替わっても 、ス ムーズな事務処理

を図ること ができる 他、県教委が私費会計の学校間の比較・分析等を行う 際も 行いや

すくなると考えられる。 

県教委におかれては、私費会計の決算書の様式を統一することを検討されたい。 

 

③私費会計への情報処理システムの導入[平成２４年度包括外部監査で同様の監査意見あり] 

私費会計に係る 事務は、徴収・支払い・返金等について、現在各学校ではすべて手

作業で行っていること から、大きな負担となっている。 

県教委におかれては、保護者の利便性向上や職員の事務負担の軽減を図る ため、

徴収・管理・決算等の一連の会計処理をシス テム上で一元的に実施できるよ う にシス

テム化することを検討されたい。 

 

④「佐賀県立学校の管理に関する規則」に保護者納付金の取扱いについて明記 

管理規則第 8 2 条には、一定の保護者納付金について、「校長は、保護者等からの

委任に基づき、経費等の収納、管理及び支出に関する事務を処理することができる」と

だけあり 、実際に保護者納付金等についてどのよう に会計事務を取り 扱う のか記載が

なく、内規といえるマニュアルに記載しているのみである。 

県教委におかれては、保護者から 信託を受けて金銭を預かることの責任を明確にす

るため、保護者納付金の取扱いについて、善良な管理者の注意義務をも って適正に管

理し、公金に準じた処理を行う 等、管理規則中に明記するよう 検討されたい。 

 

⑤マニュアルに決算の端数の処理方法について明記 

私費会計の口座が普通預金口座の場合、保護者納付金に利息が付くこと となり 、そ

の利息は保護者への返金の対象となるが、少額のため返金できない可能性があるなど

その取扱いに苦慮することが推認される。 

県教委におかれては、利息が付かない決済用普通預金口座の活用など、決算の端

数の処理方法を統一してマニュアルに明記することを検討されたい。 
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第４ まとめ  

 

今回の監査の結果、概ね県教委が示したマニュアルに沿って事務処理が行われて

いたことが確認できたも のの、決算書の未作成や決算報告が不十分なも の、立替払

や退学した生徒への返金処理に時間を要したも の、公費と して支出する こと が適当

であるにも かかわらず、私費会計から 支出さ れたも のなどが散見さ れた。 

これら は、マニュアルを十分に確認すること なく、単に前例を踏襲して、誤った支出

等を続けているなど県教委による 指導が必ずしも 徹底されていない実態が一部みら

れたところである。 

また、令和 4 年度に県内の県立高校において P TA 購買部職員による売上金の私

的流用事案が発生したが、紛失・盗難等の事故や不正が発生すれば、担当職員の

みなら ず、学校の管理責任、県教委の指導責任も 問われ、ひいては県政全体への信

頼を揺るがしかねないこととなる。 

本報告書では、こ う した実状を踏まえ、県立学校の私費会計の取扱いについて、

今後の事務改善、学校指導の際に留意すべき も のを意見と してまと めたと こ ろであ

る。  

限ら れた教育予算の中で、私費会計は公費と と も に学校教育活動を支える 重要

な役割を担っている。 

県教委におかれては、生徒又は保護者が自ら のために個人負担している 保護者

納付金の持つ意義を踏まえ、その取扱いに当たっては、常に透明性を意識した姿勢

で臨み、しっかり と説明責任を果たすことが重要であり 、県立学校に対して今後も 引

き続き必要な対策を講じられたい。 

また、各学校の私費会計の事務がマニュアルに沿って適正、適切に処理さ れてい

るかどう かを現地において確認し、その結果に基づき改善指導をするとと も に、学校

現場の実態に応じたマニュアルの見直しを行う など、一層の事務処理の適正化に努

められたい。 
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資料編 

 
参考１  佐賀県立学校の管理に関する規則（抜粋） 

 

参考２  保護者納付金等取扱マニュアル（抜粋） 

 

参考３  保護者納付金関係通知 

 

参考４  平成 2 4 年度 包括外部監査の結果報告書（抜粋） 

 

参考５  事務監査結果一覧表・委員監査実施状況 
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○佐賀県立学校の管理に関する規則（抜粋） 

（平成 23 年 3 月 29 日 佐賀県教育委員会規則第 1 号） 

 

(保護者納付金に関する事務処理) 

第 82 条 校長は、保護者若しくは児童等(以下「保護者等」という。)又は学校職員、

保護者若しくは卒業生で構成する団体(以下「学校関係団体」という。)からの委任

に基づき、次に掲げる経費等の収納、管理及び支出に関する事務を処理することが

できる。 

(1) 学校教育活動を行うために保護者等が負担する経費 

(2) 学校給食法(昭和 29 年法律第 160 号)第 11 条第 2 項、夜間課程を置く高等学

校における学校給食に関する法律(昭和 31 年法律第 157 号)第 5 条第 2 項又は

特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和 32 年 

法律第 118 号)第 5 条第 2 項の規定に基づき保護者等が負担する経費 

(3) 学校関係団体の会費 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、校長が特に指定する経費 
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＜参考１＞



 

 

 

 

 

 

 

 



＜参考２＞





マニュアルP6

























（保護者納付金額一覧表の保護者への通知例） マニュアルP43





教委総第 １１８ 号 
平成２２年４月２３日 

 
 
  各県立学校長  様  
 
 

                      教育庁総務課長 
 
 

ＰＴＡ及び同窓会等からの依頼文の提出について（通知）  
 

ＰＴＡや同窓会等教育後援団体に係る会計処理（集金・支出・会計報告等)に

ついては、原則として、ＰＴＡや同窓会等が自ら行うべきものではありますが、

一部の同窓会の支出・会計報告等を除き、人的体制が十分でない現状から、実

態として、学校事務室等において全ての会計処理が行われている状況です。  
ついては、学校が行っている団体の会計処理が、団体からの委任や依頼を受

けて行っていることを明確にするため、書面による委任等を受けていない学校

にあっては、毎年度、別添の例を参考に、団体から学校長あての依頼文を提出

いただくようにしてください。  
 

 
 
 
 
                         担当 財務担当 吉田  
                         電話 0952-25-7223 

 

 

 

 

 

５６

-76--25-

＜参考３＞

-39-



（ 例 ）  
平成○○年○○月○○日  

  
 佐賀県立○○学校  
校長  ○○ ○○ 様  

  
佐賀県立○○学校  
PTA 会長○○ ○○    

（○○同窓会長 ○○ ○○）  
  

ＰＴＡ会費等の会計処理の委任について（依頼）  
（同窓会費、教育後援会費等）  

  
陽春の候 校長先生はじめ先生方におかれましては、益々ご健勝のこととお喜び申し上

げます。  
平素より、本会活動に対しましては、一方ならぬご支援ご協力をいただき厚くお礼申し

上げます。  
さて、ご承知のとおり、本会は、○○高等学校の教育事業を後援し、学校教育の振興に

寄与することを目的に設立されたものであり、この目的を達成するため、家庭と学校との

連携、学校教育の援助等本会の目的達成に必要な活動を行っているところです。  
つきましては、平成○○年度の本会活動を円滑に運営するため、下記項目の会計処理(集

金・支払い・会計報告等)について、校長先生に委任しますので、何卒よろしくお願いいた

します。  
  

記 
  

項目  ＰＴＡ会費、部活動振興費、空調費・・・  
（同窓会費、教育後援会費等） 
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教委保第  ２７０号  
平成２６年５月２９日  

 
 
 県立夜間定時制高等学校長 様 
 県立特別支援学校長 様 

県立中学校長 様 
 

学校教育課保健体育室長 
   

学校給食費の適正な取り扱いについて（通知） 
 
 このことについては、平成１８年２月１日付け教委体第１１４２号で通知したところですが、平成

２５年度の行政監査の結果、平成２４年度までに学校給食費の残額が精算されていないものがあった、

という指摘がありました。 
 学校給食は教育の一環として行われており、学校給食費については保護者から徴収していることか

らも、その収納、保管及び支出の手続き等運営管理の適正化や事務処理上における責任関係の明確化

等が求められます。 
 つきましては、特に下記の事項に留意のうえ、貴所属において指導の徹底を図っていただきますよ

うお願いします。 
  

記 
 
１ 学校給食費は、年度末に必ず精算すること 
２ 徴収した学校給食費は、学校または給食運営委員会の口座を設定し、確実に納めること 
３ 業者等への支払いは、事故防止のうえからも現金ではなく、できる限り小切手・振込で行うこと 
４ 学校給食費に関する帳簿・発注書・納品書・請求書・支出伺い簿・領収書等の書類について、監

査員（保護者等）を定めて、定期的に監査を行い、監査報告書を作成すること 
５ 学校給食会計は、決算書を必ず作成し、その決算書については、監査報告書を添付して、保護者

へ毎年報告すること 
 
 

                     担 当： 健康教育担当 
      川村 

      ＴＥＬ：０９５２－２５－７２３４  
         ＦＡＸ：０９５２－２５－７２８６ 
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【報告書 P 2 3 】 
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事務監査結果一覧表

佐

賀

北

高

等

学

校

鳥

栖

高

等

学

校

伊

万

里

高

等

学

校

武

雄

高

等

学

校

鹿

島

高

等

学

校

神

埼

高

等

学

校

小

城

高

等

学

校

唐

津

南

高

等

学

校

伊

万

里

実

業

高

等

学

校

佐

賀

工

業

高

等

学

校

鳥

栖

工

業

高

等

学

校

佐

賀

商

業

高

等

学

校

神

埼

清

明

高

等

学

校

金

立

特

別

支

援

学

校

唐

津

特

別

支

援

学

校

○ ○

○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○

○

○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○

○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○

○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○

　

　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実施機関名

　　　　監査結果

校
納
金

預金通帳と出納簿等の照合確認で改善を要するも の

予算の積算で改善を要するも の

前渡金や立替払の精算遅延

精算後の返金処理遅延

余剰金の取扱いで改善を要するも の

一部で決算書作成なし

一部で保護者への決算報告なし

団
体
徴
収
金

公費負担が適当なも のを私費から支出

費目の統廃合の検討を要するも の

一部で決算書なし

一部で保護者への決算報告なし

一部で団体からの委任なし

一括徴収時に団体徴収金としての徴収の明示なし

契約事務処理で一部適正でないも の

決算書作成で一部適正でないも の
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